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令和元年５月教育委員会定例会 

 

日  時  令和元年５月２２日（水曜日） 

       午後１時３８分開議 

場  所  美里町役場南郷庁舎２０６会議室 

出 席 者  教育委員（５名） 

           教  育  長   大 友 義 孝 

       １番  教育長職務代理者   後 藤 眞 琴 

       ２番  委     員   成 澤 明 子 

       ３番  委     員   留 守 広 行 

       ４番  委     員   千 葉 菜穂美 

       欠席なし 

説 明 員  教育委員会事務局 

        教育次長           佐々木 信 幸 

        教育総務課長兼 

        学校教育環境整備室長     佐 藤 功太郎 

        課長補佐兼総務係長      藤 﨑 浩 司 

        学校教育専門指導員      忽 那 正 範 

        青少年教育相談員       齋 藤 忠 男 

傍 聴 者  １名 

 

                                            

 

議事日程 

   平成３１年２月教育委員会会議議事録の承認 

 第 １ 議事録署名委員の指名 

 ・ 報告 

 第 ２ 教育長報告 

 第 ３ 報告第 ４号 令和元年度美里町議会５月会議について 

 第 ４ 報告第 ５号 平成３１年度生徒指導に関する報告（４月分） 

 第 ５ 報告第 ６号 平成３０年度教育相談に関する報告 
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 ・ 議事 

 第 ６ 議案第 ６号 美里町教育委員会組織規則の一部を改正する規則及び美里町教育委員

会処務規則の一部を改正する規則 

 第 ７ 議案第 ９号 美里町いじめ防止等基本方針の改定について 

 第 ８ 議案第１０号 新中学校建設に伴う教育財産の取得について 

 ・ 協議 

 第 ９ 令和元年度美里町議会６月会議について 

 第１０ 「令和元年度 美里町の教育」について 

 第１１ 基礎学力向上、いじめ・不登校対策等について（継続協議） 

 第１２ 美里町学校再編について（継続協議） 

 ・ その他 

 １  行事予定等について 

 ２  遠田郡中学校総合体育大会の出席者について 

 ３  令和元年６月教育委員会定例会の開催日について 
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本日の会議に付した事件 

   平成３１年２月教育委員会会議議事録の承認 

 第 １ 議事録署名委員の指名 

 ・ 報告 

 第 ２ 教育長報告 

 第 ３ 報告第 ４号 令和元年度美里町議会５月会議について 

 第 ４ 報告第 ５号 平成３１年度生徒指導に関する報告（４月分） 

 第 ５ 報告第 ６号 平成３０年度教育相談に関する報告 

 ・ 議事 

 第 ６ 議案第 ６号 美里町教育委員会阻止の規則の一部を改正する規則及び美里町教育委

員会処務規則の一部を改正する規則 

 第 ７ 議案第 ９号 美里町いじめ防止等基本方針の改定について 

 第 ８ 議案第１０号 新中学校建設に伴う教育財産の取得について 

 ・ 協議 

 第 ９ 令和元年度美里町議会６月会議について 

 第１０ 「令和元年度 美里町の教育」について 

 第１１ 基礎学力向上、いじめ・不登校対策等について（継続協議） 

 第１２ 美里町学校再編について（継続協議） 

 ・ その他 

 １  行事予定等について 

 ２  遠田郡中学校総合体育大会の出席者について 

 ３  令和元年６月教育委員会定例会の開催日について 
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午後１時３８分 開会 

○教育長（大友義孝） では皆さん、こんにちは。 

  教育委員会に出席をいただきまして、ありがとうございます。 

  先週は総合教育会議、そして土曜日は小学校３校の運動会、ご出席をいただきました。大変

ありがとうございました。今週土曜日も、残る３校の小学校の運動会がございますので、また

委員の皆様にご出席いただく予定ですが、本当にありがたく思っております。 

  先週は、学校行事としましてその小学校の運動会、そして中学校は修学旅行ということがあ

りました。新聞でもありましたとおり、不動堂中学校では土曜日の日に上野駅で美里町のＰＲ

活動をしてきたということでございまして、これはＪＲ東日本の皆様方にもご協力をいただき

まして、堂々と生徒みずから町のＰＲを率先して通行される方たちにいいＰＲをしてきたよう

でございます。今日、午前中教頭会議がございまして、先生からそういうふうなお話を頂戴し

たところでございました。 

  また校外学習もありまして、今後児童生徒の研修の成果を期待したいなというふうに思って

いるところでございます。 

  それでは、座って説明させていただきます。 

  ただいまから、令和元年５月教育委員会定例会を開会いたします。 

  本日の出席委員は、教育長を含めまして５名でありますので、委員会は成立いたしておりま

す。 

  なお、説明員としまして、教育次長、教育総務課長、教育総務課課長補佐、並びに青少年教

育相談員に出席をしていただいております。 

  まず初めに、平成３１年２月の教育委員会定例会の議事録の承認でございます。事務局から

説明お願いします。 

○課長補佐兼総務係長（藤﨑浩司） 定例会の開会前に、既に４人の教育委員さんのほうに議事

録をお渡ししております。こちらの訂正箇所等ありましたら、後ほど私のほうに提出していた

だき、調整させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○教育長（大友義孝） 今お話しのとおりなんですが、訂正後「て・に・を・は」、そういった部

分については事務局のほうに一任をいただきまして、承認という形をとらせていただきたいと

思いますが、よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  ありがとうございます。 

  それでは、平成３１年２月教育委員会定例会の議事録につきましては、そういうふうな形で
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進めさせていただきます。 

 

                                            

 

日程 第 １ 議事録署名委員の指名 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。署名委員につ

きましては、会議規則に規定されておりますとおり教育長が指名いたします。今回の会議には、

４番千葉委員さんにお願いします。もう一方、１番後藤委員にお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

 

                                            

 

報告事項 

日程 第 ２ 教育長の報告 

○教育長（大友義孝） それでは、早速でございます。報告事項に入ります。 

  日程第２ 教育長の報告でございます。 

  別紙「教育長の報告」資料、少し厚めの資料でございますが、４月におきましてはいろいろ

な総会、それから関係諸団体の説明ということもございましたので、その資料をつけさせてい

ただいております。 

  まず主な報告事項といたしまして、（１）番目、宮城県の教育委員会の主要事業・関連事業の

説明がございました。今回ちょっとページを振るところまでいかないで、大変申しわけござい

ませんが、ページをめくっていただきますと右上のほうに「資料１」というふうに四角で囲っ

ている部分があります。宮城県教育委員会教育長のほうから、総務課・教育企画室、いろいろ

な担当部署から説明を受けたところでございます。その関連資料につきましては、お手元のほ

うに配付しておるところでございますので、中身は後ほどごらんいただければというふうに思

っております。 

  （２）番目でございますが、令和元年度の宮城県町村の教育長会議の定例会・研修会がござ

いました。令和元年度の宮城県の教育委員会の教育方針について、講話をいただきました。役

員のほうも、２年に一遍変わることになっておりますので、これまで会長を努めていただきま

した利府の教育長・本明陽一先生から、女川町の教育長であります村上善司教育長さんに会長
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が交代してございます。副会長についても同じでございまして、村上女川教育長から亘理の岩

城教育長さんに交代。「皿」監事と「幹」幹事の方たちの変更もございました。 

  総会資料については、資料をつけておりますので、ごらんいただければというふうに思って

おります。 

  （３）番目、令和元年度の宮城県、今度は市町村です。市町村の教育委員会協議会の定期総

会が５月１４日にございました。これは、教育長だけではなく委員の皆様方にも出席をいただ

く総会でありましたが、５月１４日午前中に教育委員会臨時会を開催していただいておりまし

た。その関係で、すぐこの定期総会のほうにいかなければならないという状況もございました

ので、私が出席をさせていただいたところであります。こちらのほうについても、役員がこの

ような形に変更ということでございます。 

  その際に研修会もございまして、前の石巻市の教育長さんでありました阿部和夫先生から講

話をいただきました。戊辰戦争と桃生の旧家の方とのかかわりがあって、こちらの講演をいた

だいたところでございました。 

  次に、（４）番目になります。こちらは５月の町内の校長会、それから（５）番目では町内の

幼稚園の園長・保育所の所長の会議がございました。 

  （６）番目では、昨日でございましたが、議会全員協議会がありまして、新中学校建設につ

いての説明を行ってきたというところでございます。 

  ５月につきましては、大型連休の最初からということでございましたが、このように総会・

会議も多々多い月であったなというふうに思ってございます。資料のほう少し厚いのですが、

大変申しわけありませんがご一読をお願いしたいというふうに思ってございます。 

  以上、教育長の報告というふうにさせていただきたいと思います。 

  何かご質問といいますか、今日お出しして質問というのも申しわけないのですが、もしお気

づきの点があれば情報をお伺いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり）

ありがとうございます。 

 

                                            

 

日程 第 ３ 報告第４号 令和元年度美里町議会５月会議について 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第３に入ります。 

  日程第３、報告第４号 令和元年度美里町議会５月会議について報告をお願いいたします。
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教育次長。 

○教育次長（佐々木信幸） それでは、令和元年度美里町議会５月会議については、私からご説

明を申し上げます。座って説明をさせていただきます。 

  本日お配りしております資料につきましては、先週告示日金曜日にお配りしているものです

が、実際は昨日５月２１日に５月会議が開催され、可決されておりますので、本日は報告とい

う形でご説明をさせていただきます。 

  まず、資料の１ページ・２ページになります。これは専決処分の報告でございまして、２ペ

ージにございますとおり内容は権利の放棄になりますが、債権の種類は美里町奨学資金貸付金

の償還未収金でございます。金額として２９万５，６００円、４４件とございますが、これ償

還の月数が４４月あるということで、債務者はお一人の方でございます。債権の放棄の理由と

いたしましては、この奨学金の借受者ご本人、それから連帯保証人、それぞれ破産の手続を開

始いたしまして、裁判所から免責許可の決定を受けたという事実がございます。ご本人につき

ましては平成２８年度中に、その後はその連帯保証人に対して支払いの請求はしておりました

けれども、その連帯保証人が平成３０年の７月に破産の手続につきまして免責許可を裁判所か

ら受けているということでございますので、債権を今後請求することもできないということか

ら権利の放棄をさせていただくということで、実際は平成３０年度中の破産に基づくものでし

たので、平成３１年３月２９日に専決処分を手続としてとっております。 

  それで、議会との取り決めによりまして、こういった破産の場合の債権の放棄につきまして

は専決処分をしてよいということを議会であらかじめ議決をいただいておりまして、ですので

今回５月会議におきましては専決処分後の直近の議会ということで、専決処分の報告というこ

とで１ページ報告第４号ということで報告をさせていただいております。 

  資料３ページに、その議案書につけております資料をそのままつけております。年度別で申

し上げますと平成２７年度から平成３０年度まで、これは償還の年度でございまして、実際貸

し付けはもっと前ですね。平成１７年度に貸し付けの申請がありまして、審査決定して貸し付

けしておりました。高校に入学する際の貸付金でございました。その後、大学に進学されまし

て徴収猶予を受けまして、実際の償還につきましては平成２５年度から始まっているようでご

ざいますけれども、その中の今回平成２７年から平成３０年度までの償還分について債権とし

て放棄をさせていただくという手続をとらせていただいております。 

  続きまして、資料４ページになります。一般会計の補正予算になります。６ページ開いてい

ただきますと、歳入としましてオリンピック・パラリンピックムーブメント全国展開事業委託
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金というのがあります。小学校で１５万円、中学校で同じく１５万円の歳入になっております。 

  歳出のほうは、８ページになります。こちらをごらんいただきたいと思います。これにつき

ましては、もともとスポーツ庁が行うオリンピック・パラリンピックムーブメント全国展開事

業というのがございまして、スポーツ庁から宮城県が受託をまずいたします。宮城県が県内の

市町村でこの事業を実施する市町村と再委託の契約を結びまして、各市町村で行う。平成２７

年度からこの事業は県のほうで始まっておりまして、毎年おおむね１０の市町村が実施してお

りまして、１つの市町村で２個というふうな受け入れということで実施を主にされておりまし

て、今回令和元年度は美里町でこれを受けるということになっておりまして２校ですね、中学

校１校・小学校１校ということで実施をするということにしておりまして、小学校につきまし

ては不動堂小学校、中学校は不動堂中学校がそれぞれ実施計画を立てております。 

  資料の９ページから最後までの部分が、それぞれの各小学校で実施する内容を県に報告して

いる実施計画書の写しでございまして、この各校からいただいております実施計画に基づきま

して、今回予算措置をさせていただいております。オリンピック・パラリンピックというもの

にまず関心を持っていただくというのが第一でございますが、それに関連しましてそういった

オリンピック・パラリンピックに対する理解を深めていただく。それから、障害者スポーツな

どにも理解をいただくというようなところもあります。 

  それから、そういったものを活用した教育的な観点ですね。教育にこれらを活用していくと

いう実践教育の研究といいますか、そういったものも含めて毎年行われている事業でございま

す。こちらにつきましては、内容は事業計画書を見ていただくと年間どのような事業をするか

というのはおおむね記載しておりますので、これをご参考いただければと思います。 

  議会では、この案件につきましてお一人の方から質問がございまして、まずあまり聞かない

事業なので内容についてということと、それぞれの小中学校で行う例えば講演会、あるいはそ

の実施内容の中身をちょっと聞きたいということでご質問がありまして、お答えをしておりま

す。その際に出たのが、各小学校・中学校で実施する事業でありますけれども、例えば講演会

などはできるだけ近隣の他の学校なども含めて講演会を聞くとか、そういったことも考えてい

ただきたいというようなご要望もいただいてございます。 

  私からは、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございました。 

  ただいまの報告の件につきまして、委員の皆様からご質問、ご意見ございましたらお伺いし

たいと思います。後藤委員さん。 
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○委員（後藤眞琴） このオリンピック・パラリンピックムーブメント全国展開事業、これ不動

堂小学校と不動堂中学校が実施するとなっているんですけれども、学校でこれは希望者を募っ

てこういうふうに決まるわけですか。 

○教育次長（佐々木信幸） このお話いただいたのが１月になってからなんですね、県のほうか

ら。もともと美里町では元年度には予定はしていなくて、来年度取り組みたいというふうな考

えがございまして、当初予算でも組んではいなかったんですけれども、県北部教育事務所のほ

うから「ぜひに」というお声がありまして、急遽取り組むということになりました。それで、

そういったこともございまして、取り組む学校につきましては教育委員会のほうからお願いし

たいということで、校長先生に不小と不中のほうに声をかけまして、それで受けていただける

ということでこの２校となったんですが、理由とすれば生徒数・児童数が一番多い小学校・中

学校ですので、こういった展開事業という場合やはり生徒・児童の数が多いところのほうが効

果があるのではないかということも考えまして、この２校を推薦させていただいたというとこ

ろです。 

○委員（後藤眞琴） 僕が質問したのは、こういうものを教育委員会から頼まれると、断るわけ

にいかないんじゃないかと。そうすると、学校側である程度の負担を覚悟して引き受けるんじ

ゃないかなって思いますので、その点これからご配慮お願いしたいと思います。 

○教育次長（佐々木信幸） わかりました。 

○教育長（大友義孝） よろしいですか。 

  留守委員、お願いします。 

○委員（留守広幸） 奨学金の債権放棄についてお聞きいたします。 

  お借りになっていた奨学金を受け取っていた方が、何らかの理由によって自己破産というこ

とをなさったと。それで、連帯保証人様も自己破産なさったということなんですけれども、自

己破産の理由みたいなものは通知とかっていうのはあるんでしょうか。 

○教育次長（佐々木信幸） 自己破産をした理由ですか。 

○委員（留守広幸） 理由、体調不良で無職になったとか。 

○教育長（大友義孝） これ、公表できないんじゃなかったっけ。 

○教育次長（佐々木信幸） 私どもも、この自己破産につきましては徴収対策課と連絡をとりな

がら、この方がこういう手続を開始しましたよと、何月にこういう免責の許可が出たよという

のは、報告としてはいただいているんですね。その際に官報というんですか、そういったこと

も知らされるんですが、それらの資料をいただいてお話しは伺っているんですが、実際何が理
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由で自己破産されたかまでは承知しておりません。自己破産しましたという事実だけをいただ

いております。 

○委員（留守広幸） 教育長、もう１つ。 

  連帯保証人をお願いする際には、奨学金を受ける方は高校入学当時の方だったんでしょうけ

れども、規則を教えていただきたいんですけれども、全く両親が可能なのか、それとも全くの

他人の人を保証人にしなきゃいけないのか、その辺はどうなっているんでしょうか。 

○課長補佐兼総務係長（藤﨑浩司） お一人はまずご両親の方になります。もう１人の方はそれ

以外の方、別世帯の方が、連帯保証人となっております。 

○教育長（大友義孝） その流れは、奨学金の申請をいただいてすぐに承認ということではなく

て、奨学金の貸付審査会というものがありまして、その中で審査をします。令和元年度の部分

については１週間前ですか開催しまして、今年の分は決定したという内容でございます。 

そのほかございますでしょうか。もしなければ、この５月会議の確認については以上という

ことにさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。（「はい」の声あり）ありがとうご

ざいます。 

 

                                            

 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第４に入るわけでございますが、委員の皆様方にお諮り

をさせていただきます。この日程第４、報告第５号 生徒指導に関する報告、並びに日程第５、

報告第６号 平成３０年度教育相談に関する報告、それから協議事項として日程を掲げており

ます日程第１１、基礎学力向上、いじめ・不登校対策等についてにつきましては、これは内容

的な部分、それから学校名、そういったところもございますので、秘密会ということでこれま

で進めておりましたが、今回についても秘密会ということにさせていただきたいと思いますけ

れども、いかがでしょうか。（「いいです」の声あり）ありがとうございます。 

  それで、これまでは一番最後にこの秘密会をさせていただいたわけでございますが、今日の

日程の都合上、この日程のとおりに進めさせていただきたいと思います。ただ、日程第１１の

部分はこの上の報告第５号と６号に関係がありますので、連続して一括でという形にさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいですか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは傍聴人の方、申しわけありませんがただいまより秘密会に入りますので、暫時の間

退席していただくことになりますので、よろしくお願い申し上げます。 
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 【秘密会】 

 

 

 

休憩 午後２時３８分 

                                            

再開 午後２時４５分 

 

                                            

 

○教育長（大友義孝） それでは、再開をいたします。 

  ただいまの出席委員は、教育長を含め５名でありますので、会議は成立しております。 

  ただいまから議事に入ります。 

 

                                            

 

日程 第６ 議案第６号 美里町教育委員会組織規則の一部を改正する規則及び美里町教育委員

会処務規則の一部を改正する規則 

○教育長（大友義孝） 日程第６、議案第６号 美里町教育委員会組織規則の一部を改正する規

則及び美里町教育委員会処務規則の一部を改正する規則について審議を行います。 

  まずは、事務局から説明をお願いいたします。 

○課長補佐兼総務係長（藤﨑浩司） 私のほうからご説明申し上げます。 

  こちらの議案については、前回から引き続きの継続審議ということになっております。教育

委員会の組織に関する例規と事務決済に関するような処務規則、こういったものを便宜上整備

するということで行っておるところでございます。 

  処務規則の中で、前回ご指摘ありました文書の保存年限ですが、その後総務課の文書法令係

と何度か協議しまして、３０年保存という考え方を１つとして、全てこの３０年過ぎたから公
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文書をじゃあ廃棄するのかというと、そうではないということでございます。何かしらのやっ

ぱり何年、１０年、５年、そういったものをある程度目安として設定しなければ、どうしても

公文書というものは永久に保存するような形になってしまいますので、改めて見直し時期と捉

えまして３０年保存というものを設定したものでございます。３０年を過ぎたからといって、

即じゃあ廃棄かというと、そういうものではございません。改めて見直す時期と捉えていただ

ければよろしいのかなと思います。 

  参考までになんですが、宮城県の県庁のほうで公文書のほう、やっぱりどうしても重要な文

章とかあれば公文書館というものがございまして、そちらのほうに移行するような手続をとっ

ております。それに関しては内規、例規に変わるような基準を設ける内規というものが存在し

まして、それに当てはまるようなものがあれば宮城県庁から公文書館のほうに移管して、保管

するという手続をとっているようなことでございます。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  ただいまの前回から引き続きの協議事項、審議事項ということになりますが、ただいま説明

をいただきました。 

  ご質問承りたいと思いますが、いかがでしょうか。後藤委員さん、お願いします。 

○委員（後藤眞琴） この前も申し上げたんですけれども、やはり３０年にするということにな

っていますと、これを扱う人が「これは３０年だからもういいんだ、廃棄処分できるんだ」と

解釈できますよね。それをその都度重要な書類かどうか、その担当者が判断するという、そう

いう恣意的なものが法律として成り立つのかどうか。きちっとその点を、今説明ありました細

則とか内規で決めるとか、そういうものも明文化しておかないと担当者が、繰り返しになりま

すけれども、勝手に「３０年過ぎたから、もう処分できるんだ」という解釈になりますので、

その辺町長部局のこういう法律ですか条例、担当者でよく話し合ってしないと、僕はかなり問

題がある条文でないかというふうに思っております。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  そのほか、ご質問ございませんでしょうか。 

  ただいま後藤委員から出されました部分について、この美里町教育委員会としての処務規則

の中に文書の規定がございます。これは、教育委員会だけじゃなくて町長部局、農業委員会、

それぞれの行政機関の中でこの文書処務規則があるはずなので、統一性を持たなきゃないとい

う部分だと思います。既に教育委員会以外は、処務規則は改定済みというふうにちょっとお伺

いしておりますので、ただ決めたからそれで終わりということではなくて、今後藤委員から言
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われたようにもう一度ちゃんとした形で、３０年後のことわかりませんので、当然そのときの

担当者が３０年たったからということでもう廃棄処分ということになって、規定上なっている

からということになってしまわないような流れをもう一度組み立てていただきたいと思います。 

  その上で、今回ご提案・継続審議をさせていただいておりましたので、いずれにせよ教育委

員会のほうとして決めなくてはならないことでございますので、どうぞ質疑あればお伺いいた

しますが。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） もしなければ、これで質疑を終結させていただきます。 

  規定上で、討論ということになります。討論ございますか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） ないということであるようでございますので、討論を終結いたします。 

  採決に入ります。 

  議案第６号 美里町教育委員会組織規則の一部を改正する規則及び美里町教育委員会処務規

則の一部を改正する規則について、本案は原案のとおり承認したいと思いますけれども、賛成

の委員の挙手を求めます。 

○委員（後藤眞琴） ちょっと待って。今の部分だけ、解決できればいいんだけれども。 

○教育長（大友義孝） そのような流れで解決を前提に、採決をさせていただきたいというふう

に思います。 

  では、挙手をお願いいたします。 

     （賛成者挙手） 

  ありがとうございます。それでは、議案第６号につきましては条件付ということになるんで

しょうかね、そういったことで附帯意見という部分を含めて調整のほどお願いいたします。よ

って、議案第６号については可決されました。ありがとうございました。 

 

                                            

 

日程第７ 議案第９号 美里町いじめ防止等基本方針の改定について 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第７、議案第９号 美里町いじめ防止基本方針の改定に

ついてに入りたいと思います。 

  まず、事務局から説明をお願いいたします。教育次長。 
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○教育次長（佐々木信幸） では、私からご説明申し上げます。 

  前回、４月定例会の際に資料としてお出しさせていただきまして、いじめ防止等基本方針の

改定案というものを配らせていただいております。 

  その改定の理由なんですけれども、まず美里町いじめ防止等基本方針につきましては、平成

２８年９月に町として策定しております。その前段として、教育委員会で内容をご協議いただ

き、まず教育委員会で可決をいただいたと。その後、総合教育会議におきまして町長との調整

を行いまして、美里町のいじめ防止等基本方針を策定したのが平成２８年の９月でございます。 

  もともと国の示しております方針に基づきまして、このときには策定したという経緯がござ

います。国でこれを示した際も、おおむね３年をめどに見直しをしましょうということで、附

則にはうたってございます。 

  それで、この後平成２９年になりまして、もともとの国の「いじめの防止等のための基本的

な方針」というものが改定をされております。その後、すぐ町としても改定の手続を進めれば

よかったのですが、その部分では少しおくれが生じておりまして、今回おくればせなんですけ

れどもその国の方針に合わせた形で、改定をさせていただくということで進めさせていただい

たところです。 

  それで、本日資料としてはまず議案書がございます。今申し上げたとおり、平成２９年３月

１４日に国の「いじめの防止等のための基本的な方針」が改定されたため、美里町のいじめ防

止等基本方針を改定するというのが、本日の議案の理由でございます。 

  資料として、まず改定案というのがあります。これは、前回お出しした資料の後に、教育委

員さんにご意見等があればということでいただいたところ、後藤先生のほうから一部手直しを

いただきました。その直したものも含めて、本日最終の案としてお出ししたのがこの改定案と

いう文字が入っている、最終の形としての基本方針でございます。 

  もう１つの改定案に、「左ページ」「右ページ」の区別がついているもの、これは前回お出し

した改定案の後に先ほど申し上げた一部修正がございましたので、その修正箇所をわかりやす

くするためにお示ししているもので、前回お示しした改正部分については同様に下線が引いて

ありますが、その後さらに修正した部分については網がけをしておりますので、左右若干違う

ところがありますが、右側が今回最終的に出させていただいた改定案の形というふうになって

ございます。 

  それともう１つ、新旧対照表としてお出しした資料があります。これは、もともとの美里町

で定めた基本方針を一応「現行」という形で左側に示しておりまして、今回改定案としてお出
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しした最終案を右側ということで、変更部分だけを抜き出した形で、通常条例とかの一部改正

をする場合に新旧対照表というのを出しますけれども、それにならった形で今回資料としてお

出しさせていただいております。 

  今回、この新旧対照表を使いまして、改正した部分について少し説明をさせていただきたい

と思います。 

  それでは、新旧対照表の１ページをめくっていただきまして、２ページになります。中段よ

りちょっと上に下線が引いてある部分、「学校評価の項目に学校におけるいじめ防止等のための

取組状況（アンケート、個人面談、校内研修等の実施状況等）を位置づけ、検証を行います」

という字句を加えてございます。 

  それから、次の３ページ上の部分４行目からになります。「アンケート等の一次資料は最低で

も当該児童生徒が卒業するまで、アンケートや聴取結果等をまとめた二次資料は５年間保存し

ます」ということで、いじめに関する資料の保存年限を明確にしているところでございます。 

  その下ですね、③いじめに対する措置の真ん中あたりにあります「教職員がいじめの情報を

学校内で共有しないことは、いじめ防止対策推進法の規定に違反し得ることを認識し、校内で

情報を共有します」という１項を加えてございます。 

  それから、一番下になります。「いじめが解消したと判断できるのは、少なくとも次の２つの

要件を満たした場合とします。①いじめに係る行為が止んでいること。②被害者が心身の苦痛

を感じていないこと。いじめ発生から少なくとも３か月間の経過観察を行い、本人及びその保

護者から聞き取り確認を行って、学校いじめ対策」、次のページに移ります。「委員会等で判断

します。学校は、いじめの事実を隠さず、場合によってはＰＴＡに周知を図り、保護者全体か

ら協力を得て、解決や事後の見守りがより円滑に進むようにします」ということで、先ほど齋

藤先生のお話しの中でも「３か月」という言葉ちょっと出ましたけれども、最低でも一旦発生

した場合はいじめの事件として経過観察を行わなければならないので、３か月を見ないとそれ

が解消したということにはならないと。３か月たってもすぐになくなるわけではないのですが、

こういったことをきちんと確認しましょうということになってございます。 

  この次の下の部分ですね、④の上のところですが、「学校は、毎月のいじめ認知件数がゼロの

場合」、この認知件数ゼロというのは新たなということでございます。新たないじめの認知件数

がゼロの場合は、「学校・学年だより等で児童生徒・保護者に公表し検証を促します。その結果

については、翌月に教育委員会へ報告します。（様式「不登校」）」というふうな文言がございま

す。学校だけで認知件数がゼロというのを、確認するのではなくて、ゼロであればゼロという
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ことを保護者等にもお示しして、保護者等の意見もきちんとそこで確認しなさい、それで初め

てゼロですよというような意味合いでございます。 

  それから、④の一番最後になりますが、⑤が今回全て追記した部分でございます。特に配慮

が必要な児童生徒への対応ということで、１つ目が障害のある児童生徒。「教職員は、個々の児

童生徒の障害の特性への理解を深め、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用して情報共

有を行いつつ、当該児童生徒のニーズや特性を踏まえた適切な指導及び支援を行います。」 

  ２つ目が、「帰国子女、外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなど外国とつながる児童

生徒」「言語や文化等の差に留意して、それらの違いを教職員、児童生徒、保護者等に理解を促

進し、学校全体で注意深く見守り支援を行います。」 

  ３つ目です。性同一性障害・性的指向・性自認に係る児童生徒。「性同一性障害や性的指向、

性自認について教職員への正しい理解を促し、学校として必要な対応をします。」 

  ４つ目です。東日本大震災により被災した児童生徒、原子力発電所事故により避難している

児童生徒。「被災や避難した児童生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等

を教職員が十分に理解し、当該児童生徒に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払って

見守りを行います。」 

  追記したのが以上になりますが、これは国の方針の改定に基づきまして県のほうからもこう

いった部分の追記が必要であると示してございまして、その資料に基づきまず第１案として齋

藤先生に追記する形の文案をつくっていただいたということで前回お示しした上で、さらに皆

さんからご意見を伺った内容で修正したものでございます。 

  それで、この改定案につきましては５月の校長会議がございましたが、その際にも前回の改

定案についてお示しをいたしました。文書で「ご意見があれば出してください」ということで、

依頼文書を公文書として出させていただいたんですが、各学校からは特に修正とかそういった

部分についてのご意見はございませんでしたので、教育委員会でお示しした内容で今回改めて

ご提案させていただいたところです。 

  それで、今後の流れなんですけれども、今回もしこの場で可決いただいた後ですけれども、

これは美里町の基本方針ですので、この場ですぐこれを町のものというわけにはいきませんの

で、また近々総合教育会議の中で町長と確認をさせていただきまして、その後に文書決裁をい

ただいて正式な美里町の基本方針、最終改定日が何月何日と入ったものとして公表させていた

だくということになります。 

  それから、それが固まった時点で各学校にもお示しをいたします、改めてですね。学校でも
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学校の基本方針というのを定めておりますので、今回美里町で定めた基本方針と整合性をとっ

ていただくように調整をいただいて、改めていただくということで考えてございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございました。ただいま説明をいただきました。 

  もう１つ、今日冒頭に申し上げました教頭会議の中で、こういった今改定を予定しておりま

すと、今教育次長が申し上げましたように学校での方針も、これに合わせての改定ということ

も必要な場所がありますので、そのことを今日は伝達してきたということでもございます。 

○教育次長（佐々木信幸） はい、お話ししてまいりました。 

○教育長（大友義孝） 説明は以上のとおりでございます。 

  それでは、質疑に入ります。質疑ありませんか。よろしいですか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） では、質疑ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論ありませんか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） ないようでございますので、討論を終結します。 

  採決に入ります。 

  議案第９号 美里町いじめ防止等基本方針の改定について、原案のとおり承認したいと思い

ますが、賛成の委員の挙手を願います。 

     （賛成者挙手） 

  ありがとうございます。挙手全員でありますので、議案第９号につきましては原案のとおり

可決いたしました。 

  と同時に、今度は総合教育会議の開催依頼ということを、あわせてお願いいたします。 

 

                                            

 

日程第８ 議案第１０号 新中学校建設に伴う教育財産の取得について 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第８、議案第１０号 新中学校建設に伴う教育財産の取

得について議題といたします。 

  議案の説明をお願いいたします。教育総務課長。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 大変お疲れさまでございます。 
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  それでは、私のほうから議案第１０号につきましてご説明をさせていただきたいと思います。

新中学校建設に伴う教育財産の取得についてというところでございます。 

  教育財産の取得について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２８条第２項の規定

により申し出を行うというものでございます。 

  提案理由につきましては、美里町新中学校施設基本計画を策定したので、町長に対し教育財

産の取得の申し出を行うものでございます。 

  ２枚目に、（案）ということで資料をおつけしております。これは、本日可決いただいた後に

実際に申し出を行うというところが出てきますが、ここにその案文として町長に対し教育長名

で教育財産の取得について（申出）というところでございます。「このことについて、令和元年

５月２２日の教育委員会定例会で可決されましたので、美里町新中学校設置基本計画を付して

申出いたします」という文書を提出するということにさせていただきたいということで、提案

いたすものでございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） 議案の説明を終わります。 

  質疑に入ります。質疑ございませんか。後藤委員、お願いします。 

○委員（後藤眞琴） 全然わからないので聞きたいんですけれども、教育財産の取得について（申

出）って、このことについてというのは教育財産の取得についてという意味ですね。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そうです。 

○委員（後藤眞琴） これ、具体的にどういう財産っていうのは、明記しなくてもよろしいんで

すか。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 実際ですね、皆様にお認めいただいた

施設の基本計画、それ自体を付しますので、それでこれまで総合教育会議で町長のほうにもご

説明をしているというところもございますので、今回申出の中身と基本計画そのものをおつけ

してお出しして、基本計画の中に必要な部分は書いてございますので、そういう形でお出しし

たいなというところでございます。 

○委員（後藤眞琴） そういう形式になっているわけですね。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 基本的に、必ずこうしろという書式が

あるわけでは、申し出に対してですね。インターネット等々でもちょっといろいろ調べてみた

んですが、いろいろな形があるというところで、例えば位置図のみをつけて申し出しているよ

うなケースもございますし、いろいろなケースあるんですけれども、今回はやり方としてはし
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っかりと施設基本計画を認めていただきましたので、それを付して行うと。 

  それで、どこまで教育委員会で準備をするかと、結局申し出をするまでにですね。そういう

ところにつきましては、予定地の選定ですね。あとは、資料を見ると略設計書ってなっている

んですけれども、概略の設計書も含めた計画を策定して、それをもって申し出をするというふ

うなことになっておりますので、それが今回策定した施設基本計画に当たるということで、そ

れをもってそこまでやって申し出をするというような整理で、今回その計画書を付してお出し

したいなというところでございます。 

○教育長（大友義孝） よろしいですか。 

  そのほか質疑ございませんか。 

  この教育財産の取得申出につきましては、これまでもかつてふどうどう幼稚園、それからこ

ごた幼稚園の財産取得申出を行っているのが平成になってからですね。合併後に行っておりま

すので、それをちょっと見ていただいて、ただ先ほどちょっと課長が説明されましたように略

式で、位置図だけをつけてというのも確かにあったんですね。どこまでという規定はないんで

すが、ただ「何を」「どのように」という内容なくして申し出というのはできないものですから、

このように基本計画という部分をつけて申し出を行うというものでございます。よろしくお願

いしたいと思います。 

  いろいろと申し出の部分についての理由はいっぱいあるんですけれども、それを「ここで基

本計画の策定を行ったので」ということで、改めて提案をさせていただいたということでござ

います。 

  その他、質疑ございませんでしょうか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） 討論ないようでございますので、討論を終結し採決に入ります。 

  議案第１０号 新中学校建設に伴う教育財産の取得について、本案は原案のとおり承認した

いと思いますが、賛成の委員の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

  ありがとうございます。挙手全員でありますので、議案第１０号につきましては原案のとお

り可決いたしました。ありがとうございました。 
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協議事項 

日程 第９ 令和元年度美里町議会６月会議について 

○教育長（大友義孝） それでは、ただいまから協議事項に入ります。日程９、令和元年度美里

町議会６月会議について、協議をさせていただきたいと思います。 

  まず、説明をお願いいたします。教育次長、お願いします。 

○教育次長（佐々木信幸） では、また私のほうから説明をさせていただきます。よろしくお願

いいたします。座って説明申し上げます。 

  資料につきましては、本日お配りさせていただきましたこのＡ３版横１枚の資料になります。 

  ６月会議なんですけれども、６月１１日から通常ですと３日間開かれる予定になっておりま

す。今回提案申し上げるのは、補正予算になります。今のところ、条例とかそういった部分で

の議案等は予定しておりませんで、補正予算のみになります。 

  それで、今回お示ししている資料はまだ本当に案といいますか、予算書の形にもまだなって

いない状況なんですね。通常ですと、もう少し定例会の日程が後だったりすると、その前に庁

議という会議が開かれまして、補正予算なども一定程度そこで審議いただいてお示しできる資

料があるのですけれども、実は庁議は明日予定されておりまして、ですのでここはあくまでも

教育委員会事務局が予算要求し、財政で今資料作成中の状況だということでご承知置きいだき

たいと思います。明日の庁議、それから今後変更される場合もございますので、ご了承くださ

い。 

  それでは、説明申し上げます。内容は、ＡＬＴの予算でございます。 

  今までＡＬＴに関しましては、インタラックという業者さんとの業務委託によってＡＬＴ２

人を配置し各中学校、３中学校ありますけれども、そこを回っていただいて２人のＡＬＴで対

応していただいているという状況でございましたが、今回２学期からその方式を改めまして、

自治体国際化協会という国の組織がありますが、そちらで組んでおりますプログラム「ジェッ

トプログラム」を活用したＡＬＴということで予定してございます。 

  それでＡＬＴ、このジェットプログラムのＡＬＴの場合は、業者委託と違いまして美里町に

住んでいただいて、それで各中学校の英語指導、あるいは中学校区の小学校や幼稚園にも行っ

てみていただいて行っていただくということで、生活面での支援も必要になります。それから、
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お支払いする報酬につきましても、直接町からご本人に対してお支払いをするということで、

一応雇用するような形になりますが、雇用というか契約ですかね、ということでの就労規則に

基づいた契約を結びまして、それでお勤めいただくというような形になりますので、大分形態

が変わります。 

  それで、今回必要な予算として計上しておりますのは、そういった報酬も含めますが、初期

費用としてやはりかかる部分がございますので、そういったものも含めて今回６月補正に出さ

せていただくと。なぜこれ当初予算で組めなかったかというのは、ジェットに対するＡＬＴの

申請を昨年度中から進めてはいるのですが、これが正式に決定いただいたのは４月になってか

らなんですね。一応３月中に内諾はいただいていたものの、やはり新年度予算でまだ組める状

態ではございませんでしたので、正式な決定を４月にいただいたことで今回の６月補正という

ことで計上させていただくことになります。 

  では、その予算の中身ですね、ちょっとお話しをいたします。 

  一番上にございますけれども、外国語指導助手設置事業というのが今回ＡＬＴ設置の事業名

になってございます。非常勤一般職報酬とあります。２つ中身がありまして、外国語指導助手

報酬、これがＡＬＴ３人分の報酬になりますが、お勤めいただくのが一応２学期からなんです

けれども、ジェットとの協定がございまして、町のほうで就労いただくというのが７月の後半

２９日からというような就労期間になります。社会保険とかの関係があるので、８月１日から

ということにできればしたかったのですが、やはりそのジェットプログラムの中でどうしても

規則がありまして、その日にちが変えられないということでしたので、実際７月２９日からの

契約になるということで、報酬としましてはそこから来年の３月３１日までの報酬になります。

基本的には月額が２８万円という金額で、３人分予算措置をしております。 

  それから、事務補助員報酬とありますが、今回ＡＬＴを受け入れるために条件として認めら

れているのが、いわゆるＡＬＴコーディネーターという職種を１人雇用することができます。

ＡＬＴと学校との調整、あるいは初めて日本に来る方もいらっしゃいますので、日本の生活面

でのいろいろな相談を受けたりとかそういった調整、あるいは教育委員会とＡＬＴとの通訳と

か、学校ももちろんですけれどもそういったところでコーディネーターとして１人雇用する考

えでございまして、この方は週５日間、１日６時間の勤務を想定しておりまして、６月補正予

算が可決されましたらすぐにお勤めいただく考えで、６月１７日からの雇用を考えております。

６月分は日割計算になりますが、残り７月から３月までの９カ月、１６万３，８００円の９カ

月分、それから６月分の日割分７万５，６００円を合わせまして、１５８万２，０００円とい
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う金額を計上してございます。 

  ＡＬＴが実際７月末に来るのに、なぜ６月からかというのはあるんですけれども、生活環境

を事前に整えないといけませんので、事前にＡＬＴとメールとかでやりとりをさせていただき、

こちらで示す条件などもきちんとお互い誤解のないようにきちんとお伝えしなきゃいけない。

それから、来た後の業務の内容などもあらかじめお伝えするというような業務が必要になって

まいりますので、このコーディネーターさんにはＡＬＴよりも前にお勤めいただいて、そうい

ったやりとりをしていただくという考えでございます。 

  費用弁償とあるのは通勤手当、これはＡＬＴ３人とコーディネーターお一人、４人分含めて

の通勤手当です。 

  普通旅費２７万円とありますが、ＡＬＴが本町に来た後、研修会に参加をするというのが必

要になります。１つは仙台や富谷の研修所等での研修会がありますけれども、それ以外にも言

葉の研修ですね、通訳とか翻訳とかそういった部分での研修も含めて、集合研修ということで

全国のＡＬＴを集めて滋賀県のほうで行う研修がありまして、そちらに参加していただくとい

うことでの旅費が含まれておりますので、これがお一人８万円の３人分ということでこれが少

し多くなっておりますので、トータルで２７万円という数字です。 

  消耗品費とありますが、これ９０万円となっておりますが、お一人３０万円の３人分という

ことです。というのは、こちらにお住まいいただく際にアパートを契約していただくのですが、

やはり何もないところでは生活できませんので、事前に生活できる準備をしておかなくてはな

らない。例えばアパートの照明ですとか、一定程度の家財道具ですね、そういったものを事前

に教育委員会で用意する必要がありますので、それらを全部一切合切含めましてお一人３０万

円を想定しております。 

  それから郵便料、それからその他保険料、傷害保険料とありますのはＡＬＴの方の３人分で

す。 

  それから業務委託料、これマイナスの６６０万４，０００円という金額ですが、これはイン

タラック当初予算では１年分を想定して予算を置いておりますので、これが７月までの契約で

終了ということで、８月１か月分はないんですが、９月から３月までの業務委託料が残ります

ので、それを減額するということでございます。 

  それから施設用備品購入費６０万円につきましては、エアコンでございます。アパートのほ

うにはエアコンが現在ありませんので、それを設置する考えで予算化しております。 

  それから負担金、これは自治体国際化協会への負担金９０万円となっておりますが、内容に
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つきましては協会に納める負担金ＡＬＴ１人８万２，０００円の３人分。それから集合研修、

先ほど滋賀で受ける研修があると言いましたが、それらの負担金が１万７，０００円の３人分。

それから、渡航費用負担金というのがございまして、ＡＬＴがこちらに来る旅費の負担金とい

うことでお一人１５万円かかります。これの３人分。それから、各種オリエンテーション等の

負担金が１万８，０００円の３人分ということで、トータルで９０万円を計上しております。 

  最後に補助金として、住宅使用料補助金ですが１０８万７，０００円、志賀町にある町営住

宅を想定しております。一応、今のところ空き部屋を３つ確保させていただいておりますが、

町営住宅なものですからご本人の所得で金額が動くんですね。このＡＬＴの場合は、お一人１

か月４万２，１００円という金額になりますけれども、そちらの８か月分。一応８月から３月

分までと、実は７月１日だけ発生するんですが、その１日分の日割分を含めて計上していると

ころです。 

  それから駐車場使用料、ご本人の希望があれば車も使うことができますので、皆さん車の免

許持っていらっしゃる方のようです。ですので駐車場を使用する場合も想定し、月３，０００

円の使用料を計上してございます。合わせて１０８万７，０００円という予算になります。 

  これを今回６月の補正予算で計上させていただくという内容になっております。以上です。

よろしくお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） ただいまご説明をいただきました。 

  いかがでしょうか。協議でございますが、もともと今のインタラックとの契約というのは、

７月までになっているんでしたっけ。 

○教育次長（佐々木信幸） インタラックとの契約が、４月から３月という契約ではないんです

ね。ＡＬＴの方は、通常来られるのは９月から翌年の７月までという１１か月の契約になって

おりまして、今回７月で今の契約が切れます。ただ、予算上はその後も３月までの契約も含め

て計上してございましたので、今回その分は下ろさせていただく。７月で切れた契約をそのま

まで更新しないという手続になります。 

○教育長（大友義孝） いかがでございましょうか。千葉委員さん。 

○委員（千葉菜穂美） このＡＬＴの方は、３人来られるんですか。 

○教育次長（佐々木信幸） ３人です。 

○委員（千葉菜穂美） 志賀町に住まわれて、南郷地区に来られる人も志賀町なんですか。 

○教育次長（佐々木信幸） 今のところそういう考えであります。ですので、車の運転ができる

方ということでお願いしておりまして、場合によっては住民バス等が利用できれば、時間帯が
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合えばそれも活用できますということをお話しするつもりですけれども、多分志賀町ですので

自転車や徒歩で通勤しようと思われる方は不動堂地区のみですかね。あと、南郷についてはち

ょっと厳しいので、そういったバスとかの交通手段、あるいは車が必要だとか、小牛田中もち

ょっと厳しいかなと。小牛田中だけであれば、自転車で通えないこともないでしょうけれども、

ただ実際は今まで、最近ＡＬＴはずっとインタラックでやってきたのでないんですけれども、

以前ジェットでやっていた時期もやはりありましたが、そういったときはご自分の車をお持ち

になって車で通勤されていたＡＬＴの先生が多かったようですね。 

○教育長（大友義孝） 後藤委員。 

○委員（後藤眞琴） このＡＬＴ３人というのは、こちらでどこの国の人とか、注文はつけられ

るものですか。 

○教育次長（佐々木信幸） 全てかなうわけではありませんが、注文はできます。ということで、

本町で希望したのはまず先ほど申し上げとおり運転免許のある方、それから日本語がある程度

できる方というか勉強されている方とか。あるいは性別ですね、それと地区、地域、英語圏。

今回希望したのはアメリカの方で、できれば姉妹都市であるウィノナに近い方というところも

注文としては出してございます。 

  それで実際来られる方は、全て男性ということでお願いしたんですが、女性１人入っており

まして、男性２人、女性１人。免許は全員持っていらっしゃると。それから、日本語の勉強を

されている方もいらっしゃるということで伺っております。あと、前に日本においでになって

いる経験がある方も１人いらっしゃると。あと出身地については、ミネソタ州からお二人来ま

す。あと、それ以外の州からお一人いますが、いずれもアメリカ国籍の方ということで聞いて

おります。 

○委員（後藤眞琴） アメリカ英語とイギリス英語、僕の耳でも随分違うんですよね。ですから

３人だったらイギリス圏の、例えばオーストラリアとかニュージーランドっていうのはイギリ

ス圏ですよね。あとアメリカ、そういうものを子どもたちに知ってもらうのも意味あるんじゃ

ないかなっていうふうに考えましたので、ちょっと。多分ＢＢＣ放送とかあと「ボイス・オブ・

アメリカ」とか聞けば、随分違うなと僕でもわかりますので、そういうこともこれからもし何

かありましたらご配慮のほどお願いします。 

○委員（成澤明子） 先生がわかるもの、理解できるかどうかっていうのもちょっと不安なんで

すけれども。 

○教育次長（佐々木信幸） 確かに、合併前に小牛田のＡＬＴでイギリスの方おいでになったこ
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とあるんですけれども、余りわからないんですよ。わからないんですけれども、例えば「キャ

ン」という発音するとき、「カン」とおっしゃるんですね。なので、大分発音が違うなという印

象は受けた記憶があります。 

○教育長（大友義孝） ちょっと聞けば僕でもわかるので、皆さん方聞けばわかるんじゃないか

と思いますが。 

○教育次長（佐々木信幸） あとごめんなさい、説明の中でちょっと申し上げなかったんですけ

れども、歳入の部分ですね。今回は、歳入として載っているのはご本人の雇用保険の本人納付

金だけで小さい数字なんですけれども、実はこのＡＬＴをジェットプログラムに切りかえる理

由の１つについては、交付税の措置があるというのが大きなところもあるんですけれども、交

付税措置については実は初年度がなくて、基準日がたしか５月１日だったかと思うんですが、

その時点で今回ＡＬＴの導入の契約が成り立っていないものですから、今年度の交付税にはそ

の分が入らないと。来年度以降、その分が町の財政のほうには入ってくる上で、算定に入ると

いうことになってございますので、一応申し添えさせていただきます。 

○教育長（大友義孝） これまで業務委託契約でお二人、中学校３校あって何で２人なのという

部分もちょっといろいろあるんですけれども、できるならば各校にお一人ずつのＡＬＴから協

力をもらいたい。ただ、今後どうしようかと。これを議会で認めていただければ、３人いらっ

しゃる先生方２学期からスタート切りますけれども、１年間通して同じ学校でいいのかという

問題もあるわけですね。２年目なったときには、じゃあ学校入れかえてとか、その部分につい

てはまだ何ら素案もあるわけではないんですけれども、ただ２人ではなくて３人の協力をいた

だければ、各校１人ずつ配置できる。常時学校にいてもらうということは先生方とのコミュニ

ケーション、イコール生徒への指導にも役立てられるかなというふうなことで、３人というお

話しをさせていただいたところでございました。 

  そういったことで、今後６月の議会のほうにはお願い申し上げていきたいと思いますので、

ご理解をお願いしたいと思います。よろしいですか。（「はい」の声あり）ありがとうございま

す。 

  それでは、この協議事項の１つ目であります令和元年度の美里町議会６月会議については、

以上で終了させていただきます。 

  それでは、いいですか、休まなくて。続けていいですか。（「はい」の声あり）じゃあ、続け

て行います。 

  それでは、日程第１０に入ります。（「忽那先生に」の声あり） 
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  ちょっと休憩のほう、いいんじゃないですかね。じゃあ、５分間休憩とります。再開、４０

分からさせていただきます。 

  じゃあ、忽那先生に入ってもらいまして。 

 

休憩 午後３時３４分 

                                            

再開 午後３時４３分 

 

○教育長（大友義孝） それでは、再開をさせていただきます。 

  ただいまの出席委員は５名でございますので、会議は成立いたしております。 

 

                                            

 

日程 第１０ 「令和元年度 美里町の教育」について 

○教育長（大友義孝） それでは、協議事項の日程第１０、「令和元年度 美里町の教育」につい

て、これから協議に入らせていただきます。 

  まず、「美里の教育」の説明を最初にいただいたほうがいいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） それでは、お配りしておりました「令和元年度」、これは「令

和元年度」ということで、一応「令和」を使わせていただいております。「美里町の教育」とい

うことで、表紙の部分ですけれどもまだ写真のほうは決定しておりませんが、本日行われた各

学校の教頭会議がございまして、その段階で各学校で子どもたちが活動しているような運動会

の風景とか、あるいは今であれば修学旅行の風景とか、あるいは中体連で行われる行事の風景

などを二、三送っていただきたいということで、そこで選定してここの写真のところに載せて

いきたいなというふうに考えておりました。 

  ２ページ目をごらんください。２ページ目は美里の町民憲章、以前から使われているもので

ございます。それを載せてあります。 

  ３ページ目になります。「作成中です」ということで、最初の段階で書いておきました。目次

になるわけですけれども、ここで線を引かせていただいております３の（９）中学校経営概要

までは、原稿が全部そろっておりまして、ここに今冊子というかクリップどめさせていただい
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ております。それ以降の部分については関係部署に現在依頼しておりまして、変更点・数の面、

そういったところを変更したものの原稿を集めているというところでございます。おおむね大

きな変更はないというふうな話を承っておりました。 

  そういう形で、今現在は３の（９）のところまでは集まっている、私のほうの手元にあると

いうことでございます。 

  次のページをごらんください。美里町の概要でございます。これは、昨年来使われておりま

した原稿がございます。それと変更はございません。美里町の概要は、変更なしということで

進めています。 

  それから、ここで言えば３ページ目、美里町の教育というところをごらんください。これに

関しては、以前の定例教育委員会で検討されて終了しているということで、そのまま載せてあ

ります。前回４月の定例教育委員会のところでお話ししたように、２月に話し合われていた内

容の中で欠落していた部分、項立ての部分でしたけれども、それはどの部分かというと、これ

もページで言えば６ページになります。４月の定例会のときにもお話ししておりましたが、６

ページの四角で囲われた３「たくましく生きるための体育、健康教育の推進」、この部分が２月

検討のときには原稿に欠落していたということでございましたので、そこをつけ加えておりま

す。 

  それから、あとは８ページ目までは検討は終わっているということでございましたので、そ

のまま載せてあります。 

  ９ページ目をごらんください。９ページ目は、令和元年５月１日現在の学級の編制の状況、

子どもたちの人数でございます。これは５月１日現在の学校基本調査、それに基づきましてこ

の人数を載せております。したがって、現段階ではこの人数が美里町に子どもたちいるという

ことで、確認をしているところでございました。幼稚園、それから小学校、それから中学校の

それぞれの学年の人数になっております。ごらんください。 

  それから、１０ページ目からは幼稚園、それから小学校、それから中学校のそれぞれから出

してもらった紹介のものでございます。消していただければと思います。 

  そういう形で、各園・学校から提出してもらっているものをまとめたものが、以降になって

おります。校正をかけていきながらこれらを確認し、「美里町の教育」に載せていきたいと考え

ておりました。 

  なお「美里町の教育」につきましては、先ほどお話しした３の（１０）以降の原稿が集まり

次第、それらを確認し製本をして配付していきたいと。６月の中旬もしくは下旬にかかるかも
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しれませんが、配付していきたいと考えておりました。配付の部数につきましては、一応昨年

と同様に１４０部を各機関のほうに配付していきたいというふうに考えております。 

  これに関しては、以上でございます。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  そうしますと、大きい３番目の（１０）以降は依頼済みということでよろしいんですね。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） 現在社会教育の担当の堀田係長にお願いをして、集めてい

ただいているところでございました。 

○教育長（大友義孝） 今後の生涯学習振興のものに関しては、この中でも文化財と社会教育の

関係があるんですよね。いつもこれ「生涯学習関連施設」ってなっていますよね、例えば３４

ページ。ここが、生涯学習っていうのは大きい意味合いでとられる、この目次の３４ページの

ところですね。それがちょっと違和感があるというか、どんなもんだろうなと。この後で出て

くると思うんですけれども、自己点検評価の中の美里町教育委員会が所管する構成図、施設構

成図を見たときに、「生涯学習施設」って入れていないんでなかったかなと思うんですね。だか

ら、ちょっと違和感あるなと思って。 

  結局、これ「美里町の教育は令和元年度はこういうふうな考え方ですよ」と。それが、自己

点検評価につながっていくんですよね。だから、そのマッチングがそこで必要なのかなという

ふうにちょっと思っているところもあったんですけれども。いずれにしても、「美里町の教育」

という限りは、町長部局であろうが教育委員会部局であろうが入れざるを得なくなってきてい

るんだろうなと思っているんですけれども。どうなんでしょう、この生涯学習っていう部分が

すぽっと町長部局と教育委員会の事務局で振り分けしているから、分けていいのかなと思った

り、分け切れないのかなと思ったり、いろいろ難しいなと思っていたんですけれどもね。 

  ちょっと気になるところですね、私ここは。 

  後藤委員さん。 

○委員（後藤眞琴） 今の話で生涯学習振興の基本理念、これただ単に担当者につくってもらう

だけでなくて、ここできちっと協議した上で、ずっと以下そうなんですけれども、していかな

きゃならない問題だろうと。文化財保護事業計画もこの前基本方針が出ましたので、それに従

ってこの事業計画立てていかなきゃならないことで、去年とは随分違ったあたりになりますの

で、この生涯学習に関する１から９まで、これは担当から「こういうふうにやります」という

こと出た時点で、あと教育委員会でみんなでお話しするというふうにしたらいかがでしょうか。 

○教育長（大友義孝） そうですね。多分この生涯学習振興の基本理念とか何とかといったとき
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に、漠然と大きく捉えますよね。それはここ教育委員会だけでいいのかと、うちのほうでやっ

ているのは社会教育だろう、文化の部分だろうと、学校におけるスポーツ振興だろうというふ

うな捉え方ですぽっと分けているものだから、そこのところの取り扱いをどうしたらいいのか

なというのはいつも悩むところなんですね。 

  そこのところ、教育次長さん。 

○教育次長（佐々木信幸） 私も、去年自己点検評価をする際にやはりそこの部分が引っかかっ

て、実際生涯学習といっても教育委員会が管轄している部分は社会教育の部分で、青少年だっ

たり家庭教育だったり協働教育だったりですね。それ以外の生涯学習を大きく捉えた場合は、

今はまちづくり推進課が各コミュニティーセンターを拠点にして行っている事業があるんです

けれども、それは自己点検と切り分けたんですね、最終的には。最初は載せていたんですけれ

ども、教育委員会が直接行っていないので、それを自分たちで自己点検するというのはもうそ

ぐわないだろうなということで、生涯学習施設の部分ですね、それからスポーツ施設、それか

ら文化会館の部分ですね。文化財は別ですけれども、文化振興の部分。それらは切り離して、

自己点検評価から抜いた経緯があるんですよ。なので、そこでの整合性をこの「美里の教育」

の中でどうとったらいいのかというのは、ちょっとやはり教育長もおっしゃったとおり悩むと

ころはあります。 

  それも含めて教育委員会として考えていいのか、あるいは実際やっていないものは除いてこ

れを組み立てていくかというところですね。 

○委員（後藤眞琴） 僕も、この教育を引き受けたあたりからどうして教育委員会を外したのか、

社会教育のものはこっちに持ってきたわけですよね。ですから、これかなり重要な問題なので、

総合教育会議の中でどういうふうにするのか、やっぱり話し合っておいたほうがいいんじゃな

いですかね。 

○教育長（大友義孝） そうですね。町長部局でやれるという法律が改正されたときに、そっち

の方向がいいだろうということで、いろいろ協議調整をしてきた経過があります。ですが、や

っぱりやってみたときに、しっかりと分けられない部分も当然あると思われるんですね。やは

り、総合教育会議の中で位置づけというんですかね、それをちゃんとしたものにつくっておか

ないと、いつも毎回毎回年度が変わるたびにそっち行ったりこっち行ったりという形では困る

ので、ちゃんとしたものにそういった認識を持っていけばいいと思います。 

  ただ町民の方がこれを見たときに、「あら、美里の教育の中に生涯学習ないの」って今度見方

をされたりとか、その逆のイメージもあるわけですね。だから、その辺の扱いということにな
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ると、「美里の教育」というよりも「美里の学校教育」ってずばりやったほうがいいのか。その

中だと、今度社会教育入ってこないということにもなるし、いかがですか、委員さん方。 

○委員（後藤眞琴） それからもう１つなんですが、木田先生が２月のときに出していただいて、

それであと３月に最終的にお話ししますということだったんですけれども、木田先生のご都合

で３月にはやっていないんですよ。最終的にこういう提案があって、そのときいろいろここで

みんなでお話ししたんですけれども、それで３月に決定しましょうっていうような話があった。

そういうことですので、そこちょっとおくれるかもしれませんけれども、それ踏まえてしなき

ゃならないようになっているんですね。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） わかりました。であれば、本当に先ほどの生涯学習の件も

含めて検討していただいた後で、実際ちょっと昨年よりもおくれるかもしれませんけれども、

そこは作成していきたいと考えています。わかりました。 

○委員（後藤眞琴） それからもう１つなんですけれども、これ忽那先生が苦労して、ページ数

打っていないんですけれども、「学校教育力アップの具体的事項（小学校）」、この趣旨っていう

のは忽那先生が新しく入れて。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） そうです。 

○委員（後藤眞琴） これも含めてここに入れていいかどうかも検討するということでよろしい

んですか。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） ４月のときにお話があったものですから、そういうお話が。

それで、改めてまたここに入れさせていただいて、資料もそこにそろえさせていただきました。

ちょっとそこを受けて、いろいろと学校のほうに具体策を出してもらうとやはり時間的におく

れてしまいますので、学校のほうからはその具体策、これについては出していただいておりま

す。それは、後ろにつけていた資料でございます。 

○委員（後藤眞琴） これちょっとみましたら、次のときだと思うんですけれども、この趣旨っ

ていうのはこれをする目的とかっていう意味ですよね。そうすると、今まで僕たち去年までし

てきた「学校教育力アップの具体的事項」というのは、この９ページまでのことを踏まえてそ

れで具体的事項を考えましょうということで、趣旨は特別なくてもいいような感じがしてきて

いるわけです。これ、中学校も同じです。 

  それから、この「学校教育力アップの具体的事項」「学びに向かう望ましい」、いちいち一つ

一つこれ読ませていただきましたら、学校のほうに重点事項の具体策を書いてもらったものな

んじゃないかと思うんですけれども、それを僕はこれ読みまして、この９ページまでのこと、
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それから具体的なことを踏まえて各学校がこれを踏まえた上で創意工夫のもとにやっていくと

いう、その自由裁量のものを残しておいたほうが、教育委員会で最初に「重点事項を出してく

ださい」という方向もあるかと思うんですけれども。 

  それで、これ評価もするという、これは各学校がするわけですよね。それが今度教育委員会

の自己評価ですか、あれに反映されていくわけですね。やっぱりこういうのをしますと、教育

委員会がかなり権威を持ってやる意味合いが強くなってくる感じが僕はするんですけれども、

ほかの委員さんはどう考えるか。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） お話しをお伺いしながら、そのとおり納得はできるんです。

実は今私プリント持っているのが、平成２９年度の「学校教育力アップ具体的事項」というの

がございまして、ずっと延々と学校教育力アップの件についていろいろとアンケートをとって

いきながら自己評価をしてもらって、それらを取りまとめていったというものなんですけれど

も、もう少し冊子はあるんですけれども、その１枚目のところだけコピーして私持ってきてい

たんですけれども、その中に最初にもう趣旨はあったんですね。趣旨があって、それであと評

価項目っていうのがずっとあって、それで実はこの「教育力アップ」の今年度行われたものに

つきまして確認したところ、その趣旨がなかったんですね、今年度つくったやつですね。 

○委員（後藤眞琴） この平成３０年のやつ。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） 今回つくったこの「学校教育力アップの具体的事項」で、

この中に趣旨が去年まではあったのに、こちらにはなかったわけなんです。ですから私は、こ

ちらにならってこちらの趣旨をつくったということなんです。 

○委員（後藤眞琴） ここ、去年の平成３０年度のこれですけれども、あります。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） 教育力アップ具体的事項というやつ。 

○委員（後藤眞琴） それはこの前も、具体的事項というのはこの「学びに向かう望ましい習慣

づくりについて」、いろいろ書いてあるんです。これは、２月にもいろいろここでお話しになっ

た、「習慣」について。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） ここで私がつけ足したという趣旨というのは、これのもの

でございます。 

○委員（後藤眞琴） それは、前の中になかったものですよね。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） 今まで、実はあったんです。 

○委員（後藤眞琴） 去年はないですよね。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） こちらのほうにはありません。こちらのほうにはなくて、
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この「教育力アップ具体的事項」というところには実はあったんですね。 

○委員（後藤眞琴） それは、どこに配ったわけですか。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） これは、現実的には多分教育委員会でもそれぞれの状況に

ついて評価をして、学校側も評価をして、その評価結果を定例の教育委員会のほうに出されて

いたと思います。 

○委員（後藤眞琴） 記憶にないんですが、そうですか。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） 後ほどまた、次回の教育委員会のときにも昨年出されてい

た内容のものを持ってきたいと思いますので。 

○委員（後藤眞琴） 今までは僕の記憶で、これの原稿が出てきた時点でいろいろ検討していっ

たということなのね。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） それと、実はもう１つ学校のほうで自己評価してもらって、

提出していただいていたものがこの内容なんです。ここの書かれている一つ一つの項目につい

て、自己点検してもらっていたんですね。 

○委員（後藤眞琴） それはしてもらっていたと思うんですよね。今度の場合には、前もって具

体的事項というの、この最後のほうですね。これ、先ほど申し上げましたとおり、「１．学びに

向かう望ましい習慣づくりについて」と、取組内容はこの前に書いてあるとおり。それを、小

牛田小学校の場合には具体策どうしますかと。これ、多分学校に問い合わせたろうと思うんで

す。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） そうです。 

○委員（後藤眞琴） お書きになったものだろうと思うんですね。それで、今までの場合には各

学校が「学びに向こう望ましい習慣づくり」について、１から６までありますよね。それで、

例えば「睡眠時間８時間以上」「達成率８０％以上」とか、これは前のお話しでは２月の段階で

は「８０％に達しているから、５％上げたらいいんでないか」というようなお話しで、この下

のところはなかったんですよね。各学校が、先ほど申し上げましたとおり創意工夫のもとにし

て、それで自分でこれを自己評価している。 

  今度の場合は、前もって「こういうものをやります」「こういうものをやります」ということ

を上げさせておいて、それをどこまでいったかという評価になるわけですよね。そこの違いが

ちょっと気になったものですから。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） わかりました。 

  ちょっと、あと昨年の「教育力アップの具体策」について、「具体的事項」というのも出てい
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るんですけれども、「具体策」というのも実は出ていまして、学校のほうから。それに対する自

己評価ということもされていました。ですから、ちょっとそこのところをもう一度資料として

提出したいと思いますので。「それにならった」と言ったら言い方おかしいんですけれども、そ

のような形で今回つくってみたというだけの話でございますからね。 

○委員（後藤眞琴） 僕がそこまで、もう忘れちゃったのね。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） わかりました。 

○教育長（大友義孝） 評価して、各学校でどうなったかという部分については、確かに評価を

していたから達成率８０％じゃなくて、５％を足して８５％にもっていったらどうかとか、そ

ういった議論に発展していったと思っております。ですから、目標値をまずここで掲げさせて

いただいて、それぞれの学校の取り組みという部分については先ほど後藤委員が言われたよう

に、自由裁量の部分も必要なんじゃないのかというふうなお話なようですからね。そういった

こともあっていいのかなというふうにも思うところがあります。 

  いずれにしても、この「美里の教育」の部分についてはこれから、まだ足りない部分がある

のでこれをつけて、そして最終的に上がってこないとなかなか確認するという作業も難しいで

すよね。定例会なんかでやると、次の定例会って６月になってしまいますし、それまでにはち

ゃんと出しておいて、そしてすぐ公表できるような形にはしていかなきゃないんだろうなとい

うふうに思っていますが。 

  ただ何度も言いますけれども、これが自己点検評価の部分とどういうふうにリンクして、ど

ういうふうな評価を行っているのかという、それがどのように次の年につながっていくのかと

いうのがなかなか見えないところがあるのかなと。それはむしろ自己点検評価が出たために、

わからなくなってしまっているところもあるんですよ。「美里の教育」１本でいくんだったら、

それに対しての評価はかけられるんですけれども、「自己点検評価を法律でやりなさい」ってな

っているもんだから、その自己点検評価のやり方なんていうのはどこにも明記していないんで

すよね、何を評価しろとか。だから、そこは苦肉の策なんですね。 

  この辺のところは、もう少し委員さん方と協議していかなきゃないところだと思いますし、

事務局内でも少し詰めさせていただきまして、先生中心に調整をとっていきたいと思いますの

で。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） ぜひよろしくお願いします。 

○教育長（大友義孝） よろしくお願いいたします。 

  そのほかいろいろお気づきの点、もしあればお伺いしたいと思うんですけれども。出てみな
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いとわからないですか。成澤委員さん、どうです。 

○委員（成澤明子） 大きいものが出てくるたびに、やっぱり一応美里町の教育に対する理念と

いうものがあって、それを示すぐらいでもってあとは各学校の主体性とか裁量とかを尊重する、

独自性とかということを尊重したいなという気持ちがすごくあるんですけれども、今教育長さ

んが法的に自己点検評価しなければいけないと、数値的にあらわさなきゃいけないというもの

が、やっぱりなかなか教育とそぐわないのかなといつでも感じますけれども、無力です。 

○教育長（大友義孝） そうですね。わかりやすいのは、確かに数字であらわせば誰でもわかる

評価の仕方になるんだと思いますけれども、それをわからなくあらわしているのが文言で評価

している部分もあるわけですよね、評価の文言としてね。そこもわかりやすい、誰が見てもわ

かりやすい評価というんですかね。目標が何であって、それを達成できたかできなかったのか

という部分になっていて、じゃあ何が悪かったのか、次はどうしようかというステップを進ん

でいくんだと思うんですけれども、その順番がこれはこっち、これはこっちというふうな形で

整理かけてしまうと、何が何だか見る人もわからなくなってくるし、そのあたりをちょっと大

事にしたいですね。 

○委員（後藤眞琴） 評価って、難しいですよね。例えば朝ごはん、今まで全然食べなかった子

供が１回か２回週食べるようになったっていったら、すごくいいことですよね。それを、今ま

で何度か食べていた子供が、３日食べなかったと。それこそ、そっちのほうが問題、どうして

なんだろうと。それをただ数字であらわしたら、低いですよね。ですから、僕なんかもずっと

評価してきたんですけれども、今まで学生がいいレポート書いていたのが、書かなかった。「あ

あ、これはさぼったな」とかね。それが、「よくこんなのかけたな」と、そういう評価をどうす

るかという場合、かなり難しいだろうと思うんですよね。 

  ですから、数字にあらわれたものだけで評価するというのは、文言ね、忽那先生も苦労なさ

っているところなんだと思いますので、本当にその辺のところは注意して先生方にお願いしな

きゃならないのかなと思っています。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） そのとおりだと思います。 

○教育長（大友義孝） そうですね。本当に後藤委員の言われるとおりで、一番簡単な評価の方

法っていうのはドメイン評価ですよね、ドメイン準拠評価。要するに目標達成評価ですから、

これはペーパーテストと同じですよね、これはね。だから、それがスタンダードに変わったり

パフォーマンスに変わったり、そして蓄積していくポートフォリオ評価に変わってきたりして

いるものだから、一体どの方式とるのという部分がやっぱり教育委員会でも「この評価方式で
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いきます」というふうなことにしていかないとさ、やっぱりじゃあ何のために評価するかとい

ったら次さつなげるためですからね。ただ、その分子どもたちは１年では言えないですよ、こ

れは。そのための成長ですから。だから、おくれずということなんでしょうね。 

  その辺のところ、もう少し協議していきますか。よろしくお願いいたします。 

  じゃあこの辺で、まだ決定まではいかないので、「美里町の教育」につきましてはもう少し調

整をとらせていただくということにさせていただいてよろしいでしょうか。お願いいたします。

その都度委員の皆さんから、こちらに「こういうこと」ということでご連絡いただければ、改

善をしてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○委員（千葉菜穂美） すみません、１つあるんですけれども、このＡ３版の用紙に書かれてい

るこちらのほうは、私たち用に参考資料ということで渡されたんでしょうか。 

○教育長（大友義孝） 先生、これ公表扱いするの。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） いえ、これは。 

○教育長（大友義孝） 非公表だよね、これね。ちょっとこれ確認だけしておきたいんだけれど

も、今日一緒に「美里町の教育」はやりましたけれども、あわせて「学校教育力アップの具体

策」、それから小中学校における「特別な配慮を必要とする生徒」、この部分については控えて

います、この部分についてはまだ。ですからその辺傍聴人の方、誤解しないようにお願いした

いと思います。資料ももし、どうなの。前段に言って置けばよかったんですけれども、という

ことでまだここに踏み込んでいないんです。 

○委員（千葉菜穂美） 何かそれが普通に入っていたので、これは公表していいのかどうかとい

うところをちょっと聞きたかったんです。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） ちょっと後ほどお話しする、１つの資料として持ってきて

いましたので。 

○委員（千葉菜穂美） それから、これが日程１１の基礎学力の向上のほうの部分なんですよね。 

○委員（後藤眞琴） それともう１つ、この前忽那先生に全然わからない「ユニバーサル」、これ

資料読ませてもらったら内閣府官房が「オリンピック・パラリンピックに当たって、こういう

ふうにするんだ」と、それはわかったんです。これ２０１９年度と２０２０年度美里町立学校

等の教育環境ユニバーサルデザイン化運動、これはもう決まっちゃったわけですか。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） 一応そういう方向で、全部進めていこうということで話し

はしています。 

○委員（後藤眞琴） こういうことは、教育委員会で協議して今までしていたことだと僕は理解
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しているんですけれども、これ読ませていただいてちょっと「ああ、忽那先生一生懸命やって

おられるんだな」ということはわかったんですけれども、これ２年間で各学校には連絡済みで

すよね。 

○学校教育専門指導員（忽那正範） ４月の段階で説明を、コーディネーター連絡協議会でして

います。 

○委員（後藤眞琴） 教育委員会では、先生方が普段働く時間が長いから、できるだけ負担かけ

ないような工夫をしながら教育効果を上げていくことを考えましょうというようなことで、基

本的にやってきているんですよね。そうするとこういうもの、これ悪いことではないですけれ

ども、かなり先生方も労力使わなきゃならない面もありますよね。ですから、その辺のところ

はこれから、「こういうふうなことを考えているんですけれども、いかがなものでしょうか」と

いうのを教育委員会で協議した上で進めていくようお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） ものすごく今のお話しについては、やはりユニバーサルデザイン化とい

う部分については取組方法として全国的なものに、今までは美里が主流として走ってきたんだ

けれども、周りが追いかけてきているので避けては通れないところだというふうな認識は私も

持っていますけれども。その辺のところ、学校の先生たちのいろいろな働き方改革も含めて、

一体どうやったら働き方改革もクリアするのかなと思ったり、その反面文科省では「こうだ、

ああだ」と言ってきている部分もありますし、じゃあどうやったらいいのという正直なところ

先生方、校長先生初め皆さん悩んでいるんじゃないのかなというふうに思っているところもあ

ります。 

  ただ、やっていく中で思わぬ効果というのも出てきたりなんかするものですからね、そこに

ちょっと期待したいなというふうに思っていますけれども。 

  では、日程第１０の「令和元年度 美里町の教育」については、以上で終了させていただき

たいと思います。 

  それでは、ちょっとどうししましょうかね。基礎学力に入りたいんですが、これは秘密会に

なっちゃうのでね。傍聴人の方いますので、ちょっとここだけ後からやります。いいですか、

どうでしょう。 

  次の日程第１２に入っていきますので、この部分については特段協議をしていく部分という

のは今日はないですね。 

  じゃあ、すぐあれなので、委員の皆様にお諮りいたします。日程第１１のいじめ・不登校対

策については先ほどさせていただきました。基礎学力向上の部分については、ただいまの「美
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里町の教育」と関連性もあったので、ここで日程１１を分けたところでございますが、基礎学

力の向上の部分については日程第１２の後に行わせていただきたいというふうに思いますが、

よろしいですか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

 

                                            

 

日程第１２ 学校再編について（継続協議） 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第１２に入ります。学校再編について（継続協議）とい

うことで示させておりますが、実際先ほど今日の協議事項としましては、教育財産の取得申出

について先ほど議案として議決をいただきました。今回の部分については、そういったことで

町長のほうには提出させていただくことになります。 

  さらに、今後議会の前までには多分行われると思いますが、先ほどのいじめ防止等の基本方

針の改定もありますので、早急に総合教育会議の開催依頼をしたいというふうに考えています。

その中で、いろいろとこの間施設の基本計画の部分については説明をいただきましたので、今

度はその場で言い切れなかった部分について、総合教育会議の中でも話しを出していただくこ

とになると思いますし、やはり町長のほうの判断事項、それと概算事業費の部分が若干変わっ

てくるという部分、下回ったという部分もあって、財政シミュレーションの関係もあるかもし

れませんので、この辺のところはそう考えていることを委員の皆様方にお話しを今日はさせて

いただくということでございました。 

  事務局のほうで、学校再編について用意している事項っていうのはございますか。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 本日は、特に準備しているものはござ

いません。それで昨日議会の全員協議会のほうで、まずはこれまでの経緯についてご説明をさ

せていただいて、その次に意見交換会・アンケートの結果と今後の進め方という部分をご説明

させていただいて、最後に施設の基本計画についてご説明をさせていただいて、いろいろとご

質問もいただいているというようなところでございます。 

  それで、施設計画の内容についてのいろいろな質問もあったんでございますけれども、今回

の基本計画につきましては場所を決めて、その場所に施設がおさまるかというようなことをメ

ーンとしたものでございまして、詳細につきましては今後の基本設計・実施設計の中でしっか

りと検討していくと。あと防災の問題であったりとか、周辺に対する環境に与える影響とか、

もろもろのそういう細かい部分につきましては、今後基本設計・実施設計と進んでいきますの
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で、その中でいろいろと意見をお聞きしながら、住民の方含めて学校含めて今後意見を聞きな

がら設計を進めていくということになります。 

  今回のものは、あくまでも基本的なものをまず定めまして、それを教育委員会から町長のほ

うにしっかりと申し出をいたしまして、あとは具体化に向けた実際の動きになっていくという

ようなところになっていくのかなと思ってございます。 

  あとは、もろもろのご質問いただいておりますけれども、それにつきましては整理した上で

お示しをさせていただきたいなというふうに思っております。まずはさまざまな細かいご質問

もいただいておりますので、それにつきましては今後例えば検討委員会の準備委員会の中でや

っていく部分が多かったりとか、もろもろ通学路に関する部分のご質問があったりとか、いず

れ今度例えば６月の議会等々でまたいろいろとご質問をいただくことがあるのかなというふう

に思ってございます。 

  ちょっと話が雑談になって申しわけなかったんですけれども、一応昨日そういう形で全員協

議会をしてご説明をさせていただいてというところで、ご報告ということでございます。 

○教育長（大友義孝） 後藤委員。 

○委員（後藤眞琴） 抽象的で全然わからないんですけれども、申しわけありません。昨日全員

協議会をして、それで今課長さんの頭の中に、あるいは胸の中に残っているもの、具体的にち

ょっとお話しいただければありがたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） じゃあ、まず水害対策ということで出

来川等々河川もあるので、それで管理が例えば右岸であれば涌谷町の消防が対応している部分

がある。そういうところもあるので、例えばこの学校をつくる際に調整して行って、防災対策

というんですかね、水害対策をというようなお話しがあったりとか。 

  通学路を、例えば下小牛田、南小牛田っていうんですかね、下小牛田１区・２区でございま

すけれども、特に２区ですかね、町外を通って通学するケースもあるもあるんではないかと。

一部涌谷を通って、日本高圧って会社がございますけれども、コンクリート会社ですけれども、

そこの脇を通って真っ直ぐ行って田んぼに抜けて、三十軒のほうを通っていくというようなル

ートも考えられるというようなところもあって、そういう通学路についてはどう考えているん

だとかですね。 

  あと、バスの問題ですね。バスは１０台と想定しているだろうけれども、今後減っていくし、

どのようなことで考えているんだというようなところとかですね。 

  あとは、情報公開ですね。例えばいろいろな資料を全員協議会のときにお出ししましたけれ
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ども、そういう資料もどういうふうに取り扱うんだと、情報公開ですね。なるべく開示してい

くというようなお話しをさせていただきましたけれども。 

  あとは校舎の向きが、ちょっとこの向きはないんじゃないんじゃないかというようなご意見

ですね。向きもちゃんと近隣の学校を見ながら、西に向けてちゃんとしてほしいというかとい

うようなお話しもございまして。 

  あと、やはり一番私が大きいなというふうに思ったのは、財政の問題でございます。今回基

本計画をつくるに際に、前回お出ししたものを精査して、若干ですけれども事業費がちょっと

落ちてございます。それで、議員の皆様もご心配しているのはやはり財政的な部分でして、そ

こをしっかりお示ししていかないとだめなのかなと。この部分につきましては、教育委員会で

検討するという部分ではなく、町長部局でしっかりとシミュレーションをまた行って、そして

しっかりと大丈夫だというところで進んでいくということが必要なのではないかなというふう

に思ってございます。 

  あと、準備委員会ですね。準備委員会について私ご説明したときに、例えば学校・保護者・

生徒等に検討していただきますというお話しをしているんですが、やはり他人任せに聞こえる

と。教育委員会でもしっかりとかかわって、一緒になってやっていくんだというようなところ

ではないかというお話しもあって、それはもっともなお話しですので、いずれその辺について

はそういうところで誤解されないような説明をしなければならない、表現をしなければならな

いというようなお話しをいただいているというようなところでございます。 

  そんなところでございます。 

○委員（後藤眞琴） どうもありがとうございます。 

○教育長（大友義孝） 今課長が言った最後の部分について、アンケートや何かのまとめの回答

をつくったわけですよね。その中でも何箇所かあるんです、３か所ぐらいあるんですけれども、

それも読むだけ読んでみるとそこにお任せするように見えたということなので、そこの書き直

しというんですか、言い回しもちょっと考えたほうがいいんじゃないですかというご指摘をい

ただきました。 

  そういったことで、今後今後藤委員から課長さんの胸の内をのぞき込んだような形になった

わけでございますけれども。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） どうも、最初にわかりづらいお話しを

してしまいました。申しわけございません。 

○教育長（大友義孝） そのほかございますか。（「なし」の声あり） 
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  それでは、今言ったようなことで、総合教育会議の中でもまた議論しなければならないとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、日程第１２、学校再編については以上で終了させていただきます。 

  それでは、ただいまから秘密会に入りますので、傍聴人の方は大変申しわけございません、

よろしくお願いいたします。 

 

                                            

 

その他 

１ 行事予定等について 

○教育長（大友義孝） その他に入ります。 

  これは、ちょっと私から話しますね。委員の皆さんには資料がお配りされていると思います

ので、このような６月の行事予定でございますということのお知らせでございますので、お目

通しをいただきたいというふうに思ってございます。 

 

２ 遠田郡中学校総合体育大会の出席者について 

○教育長（大友義孝） その中で、この行事予定に絡むところでございますけれども、中学校の

総合体育大会が６月１日（土曜日）にございます。そこで、町長部局のほうでは町長と副町長

が出るということで、それぞれこの会場に行くということになっているようでございます。そ

の中で、残りの会場を教育委員さん方で出席をいただき、ご挨拶をしなきゃないというお仕事

がありまして、それで昨年留守委員さんとそれから後藤委員さんには出ていただいたので、こ

としは成澤委員さんと千葉委員さんにという案でお示しをしたんだろうなというふうに思って

いるんです、私が思うにはですよ。 

  ただ、その前提となるのは涌谷会場もありますので、全体のやつは委員さんに配られていな

いですよね。涌谷会場の野球とか何かもあるんですよ。（「ありますよ」の声あり）依頼文書

ですね、そこまで入っていますか。（「入っています」の声あり）それで、涌谷会場のほうは

涌谷の教育委員会のほうで対応していただくと。美里会場のほうは、美里の教育委員会でとい

うことなんで、それでこれは３人行かなくてはならないんですが、いかがでしょうかというこ

とでございます。 

  千葉委員、どうぞ。 



 41

○委員（千葉菜穂美） 留守委員さんにお願いして、交換していただきました。すみません、よ

ろしくお願いします。 

○委員（成澤明子） すみません、私もその日出席できません。 

○教育長（大友義孝） したがって、後藤委員だね。俺、体２つないんだけれども。 

○委員（後藤眞琴） テニスだったら、課長さんいかが。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 私は小牛田中学校の外部コーチで、（「外

部コーチしているんですか」の声あり）しているんです。小牛田中学校の外部コーチをしてい

るので、何か小牛田中学校の外部コーチが出ていって、みんなわかっているんですね、私小牛

田中の外部コーチというのは。行ったときに「何で小牛田中の外部コーチが挨拶しているんだ」

という話しになってしまって、何かおかしいなというかですね。 

○委員（後藤眞琴） ずっとテニスも行ったことあるんです。あと、ここ何年間かサッカーのほ

う行っていたんですけれども、今年は休ませていただければ、余りわがまま言えないんですけ

れども。じゃあ誰かいなかったら、僕ですかね。（「よろしくお願いします」の声あり）ソフト

テニス。 

○委員（成澤明子） ありがとうございます。 

○教育長（大友義孝） 私迎えに行きますか。 

○委員（後藤眞琴） 帰りも。 

○教育長（大友義孝） 帰りあれですけれども、私会場朝から行きますので。先生、ぜひよろし

く。 

○委員（後藤眞琴） じゃあ、僕ですね。 

○教育長（大友義孝） じゃあ、大変申しわけございません。会場数が多い美里町でございます

ので、ソフトテニス後藤委員にお願いいたします。サッカーについては留守委員にお願いいた

します。どうもありがとうございました。ということで、１日の部分、よろしくお願いします。 

○委員（留守広幸） 教育長、よろしいですか。このご案内状の中で、開会式はサッカーは８時

ってなっているんですけれども。 

○教育長（大友義孝） こっち８時半になっているな。 

○委員（留守広幸） ８時で。 

○教育長（大友義孝） ご案内のほうが正式な部分だと思うんですね。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 私帰りは、ずっと先生見ていていただ

ければなんですけれども、終わりまでですね。そういうわけにいかないでしょうから。 
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○教育長（大友義孝） そんなにいなくても大丈夫。（「９時からです、開会式。この通知です

と」の声あり）藤﨑補佐、うちのほうでいただいたやつと成澤さんたちのご案内されたやつ、

時間ずれているの、もしかしたら。 

○課長補佐兼総務係長（藤﨑浩司） 昨年のままですね。（「時間、じゃあ違うんじゃないです

か、今年度はもしかすると」の声あり）すみません、確認不足でした。 

○教育長（大友義孝） ご案内文書が正しいと思いますので、我々は９時。（「９時ですね、開

会式」の声あり） 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） ソフトテニス、８時１５分になってい

ますね。卓球は合っていますね。バスケットも合っています。 

○教育長（大友義孝） 教育委員に関するところだけ違うんだ。 

  ありがとうございました。じゃあ、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 令和元年６月教育委員会定例会の開催日について 

○教育長（大友義孝） 続きまして、６月の教育委員会定例会の開催予定日でございますが、こ

の日程表のとおりでいきますと、どうでしょう、指導主事の学校訪問もあるんですが、できる

限り委員さん方にもご都合がつけば見ていただければと。できればＢ訪問のほうがいいですね、

Ｄ訪問はちょっと違う部分なので。 

  ということになると、２４日から２８日までの間で都合のいい日ということになるのかな。

どうでしょう、教育次長さん。２４日から２８日でとれるんだよね、 

○教育次長（佐々木信行） そうですね。 

○教育長（大友義孝） 指導主事訪問はあるけれどもね。 

  いつもだと、２５日ころを目安にしていたところなんですけれども、月曜日だと意外と難し

いですよね。 

○教育次長（佐々木信行） そうですね。告示がぎりぎり金曜日、どっちにしろ告示は金曜日な

んですかね。ただ、会議資料とか当日前にちょっとそろえなきゃならないものがあったりする

と、月曜日はなかなか厳しいかなと。告示と準備が全部重なってしまうので、できれば月曜日

外していただくとありがたいかなと。 

○教育長（大友義孝） 火曜日か水曜日。 

○委員（後藤眞琴） ２７日だめですか。僕足のほうの関係で、２７日だったら大丈夫だろうと。

あるいは２８日。２７日か２８日だったら、これ午後ですよね。 
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○教育長（大友義孝） そうですね、できれば１時半から。 

○委員（後藤眞琴） それだったら大丈夫かなと。 

○教育長（大友義孝） じゃあどうです、皆さん。（「私もそこだといいです」の声あり）いい

ですか。じゃあ２７日の１時３０分、場所はここでということにさせてください。 

  それで、今中総体の関係も定例会の関係もありましたが、６月１１日から議会が始まります

が、その前に総合教育会議を開催することになると思いますので、こればっかりは町長の都合

もあるでしょうし、通知行くと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  その他の中で、さらにその他何かございますでしょうか。補佐。 

○教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 町長に財産取得の申し出をして、それ

をもって町長は財産の取得を開始するということになるんですが、６月の議会で新中学校の建

設に向けた予算を取得していくと、こういうところになるのかなと。これは、町長部局のほう

で対応していくということでありますが、これまでの流れ上予算につきましてはこちらのほう

である程度下準備をした上で、引き継ぐというような形になっていくということになります。 

  それで、以前資料でお話ししておりますけれども、まずはＰＦＩの関係ですね。民間活力の

導入可能性調査と、あとは用地の測量ですね、あとは地質調査、あとは基本的な設計ですね、

土地造成の基本設計、あとはこっちの不動産鑑定の予算を載せると、町長部局のほうでそのま

ま執行すると。ただ、予算につきましては中学校費の中に学校建設の項目がございますので、

そちらのほうに計上してということになりまして、執行については町長部局で執行していくと

いうふうになっていくというふうに思いますので、お知らせということでございます。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございました。 

  では、特にないですね。 

  それでは、以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって令和元年５月教育委員会定例会を閉会いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

午後５時１５分 閉会 
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  上記会議の経過は、事務局教育総務課藤﨑浩司が調整したものであるが、その内容に相違な

いことを証するため、ここに署名いたします。 

令和元年９月２６日 

 

署 名 委 員                       
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